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足
羽
御
厨
(
足
羽
庄
)
の

伝
領

っ

て
(中)

河

村

日百

三
、
常
盤
井
宮
領
足
羽
庄

ー
上
南
北
朝
・
室
町
期
|
|

亀
山
法
皇
は
、
晩
年
に
な
っ
て
昭
訓
門
院
瑛
子
(

西
園
寺
実
兼
の
次
女
)
と
の
聞
に
も
う
け
た
恒
明
親

王
を
殊
の
外
寵
愛
し
、
死
に
先
立
っ
て
三
歳
に
な
る

恒
明
を
将
来
皇
位
に
つ
け
る
よ
う
後
宇
多
院
に
遺
勅

し
、
瑛
子
の
兄
、
西
国
寺
公
衡
に
も
そ
の
支
援
を
命

(
1
)

〔

2
)

じ
た
。
ま
た
、
近
親
者
へ
の
処
分
状
に
お
い
て
も
、

恒
明
親
王
に
は
特
別
の
配
慮
を
示
し
て
い
る
げ
た
と

(
西
園
寺
実
氏
)

え
ば
昭
訓
門
院
宛
処
分
状
に
は
、
「
常
盤
井
入
道
譲

状
大
宮
女
院
所
領
等
者
、
正
安
元
年
且
進
之
了
、
恒

明
親
王
幼
少
之
問
、
悉
可
有
進
退
」
と
あ
り
、
恒
明

親
王
宛
の
で
も
「
昭
訓
門
院
饗
領
之
地
、
悉
被
譲
進

候
僚
、
無
子
細
者
也
」
と
み
え
る
と
こ
ろ
か
ら
、
西

園
寺
氏
に
関
係
す
る
所
領
は
一

E
昭
訓
門
院
に
伝
え
、

そ
の
子
恒
明
が
成
長
し
て
か
ら
は
彼
に
譲
る
こ
と
を

亀
山
法
皇
が
意
図
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
し

か
し
、
恒
明
を
皇
嗣
に
と
の
亀
山
の
遺
志
は
、
そ
の

後
の
持
明
院
・
大
覚
寺
両
統
聞
や
大
覚
寺
統
内
の
抗

争
、
さ
ら
に
は
文
保
の
和
談
に
至
る
複
雑
な
政
情
の

中
で
、
つ
い
に
実
現
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
た

が
っ
て
、
所
領
に
つ
い
て
も
、
亀
山
の
構
想
通
り
に

恒
明
親
王
の
も
と
に
集
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
足
羽
庄
は
、

昭
慶
門
院
か
ら
恒
明
へ
伝
え
ら
れ
た
こ
と
は
間
違
い

な
い
。
す
な
わ
ち
、
直
接
の
明
証
で
は
な
い
が
、
次

(
4
)
 

に
示
す
「
桃
華
薬
葉
」
の
記
事
は
、
こ
の
こ
と
を
十

分
裏
付
け
る
も
の
で
あ
る
。

G
越
前
国
足
羽
御
厨
自
鎌
倉
右
大
将
家
相
伝
手

継
分
明
也
、
中
比
常
盤
井
宮
知
行
之
、
無
謂

者
也
、
然
関
応
永
廿
三
年
十
二
月
、
勝
定
院

贈
相
国
故
殿
御
時
、
以
自
筆
状
被
仰
付
之
、

可
為
永
領
之
由
被
載
文
言
畢
、
爾
来
子
今
無

相
違
、
(
下
略
|
|
後
掲
J
)
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「
桃
華
築
葉
」
は
一
条
兼
良
が
、
文
明
十
二
年
(
代
は
も
と
よ
り
わ
か
ら
な
い
が
、
後
醍
醐
天
皇
親
政

一
四
八

O
)
四
月
、
子
息
冬
良
の
た
め
に
書
い
た
も
期
で
あ
っ
た
と
み
て
大
過
あ
る
ま
い
。

の
で
あ
る
が
、
右
の
記
事
に
は
、
こ
れ
ま
で
に
明
ら
さ
て
、
常
盤
井
宮
領
に
な
っ
て
か
ら
も
、

D
に
登

か
に
し
た
院
へ
の
寄
進
の
事
実
が
な
ぜ
か
み
え
な
い
。
場
し
た
「
足
羽
庄
」
の
呼
称
が
引
き
続
き
用
い
ら
れ

し
か
し
、
源
頼
朝
よ
り
相
伝
し
た
と
し
て
い
る
か
ら
、
て
い
た
こ
と
を
示
す
の
が
次
の
史
料
で
あ
る
が
、

G

右
に
い
う
「
足
羽
御
厨
」
が
、
前
節
ま
で
検
討
し
て
で
「
足
羽
御
厨
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
点
に
つ
い
て

き
た
足
羽
御
厨
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
は
後
述
す
る
。

き
て
、

G
に
よ
れ
ば
、
「
足
羽
御
厨
」
は
「
中
比
」

H

「
園
太
暦
」
貞
和
五
年
十
二
月
六
日
汽
)

常
盤
井
富
が
知
行
し
て
い
た
と
い
う
。
こ
の
常
盤
井
伝
聞
上
杉
伊
豆
守
重
能
、
大
蔵
少
輔
一
説
、

宮
こ
そ
、
恒
明
親
王
が
父
亀
山
法
皇
の
遺
詔
に
よ
っ
配
流
越
前
国
之
慮
、
逐
電
之
由
飛
脚
到
来
之

て
常
盤
井
殿
(
も
と
西
国
寺
実
氏
の
邸
)
を
伝
領
し
問
、
武
家
頗
仰
天
牧
、
而
不
経
幾
程
、
以
百

て
立
て
た
宮
家
で
あ
る
「
5
)

一
条
兼
良
は
常
盤
井
宮
の
騎
許
勢
没
落
之
慮
、
追
入
同
国
足
羽
庄
、
不

「
足
羽
御
厨
」
知
行
を
「
無
謂
者
也
」
と
し
て
い
る
可
及
殊
驚
云
々
、
(
後
略
)

が
、
恒
明
親
王
が
足
羽
庄
を
合
法
的
に
伝
領
し
た
で

あ
ろ
う
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
先
に
ふ
れ
た
よ

う
に
、
亀
山
法
皇
の
死
後
、
恒
明
親
王
に
と
っ
て
政

情
は
必
ず
し
も
好
ま
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、

恒
明
と
は
幼
時
か
ら
親
密
な
間
柄
に
あ
っ
た
甥
の
後

醍
醐
天
皇
内

L

文
保
の
和
談
の
翌
文
保
二
年
(
一
三

一
八
)
即
位
し
(
こ
の
年
恒
明
は
十
六
歳
で
元
服
し

て
い
る
)
、
元
亨
元
年
(
一
三
二
こ
か
ら
親
政
を

開
始
し
た
こ
と
は
、
恒
明
に
と
っ
て
有
利
な
情
勢
が

生
ま
れ
た
と
い
え
よ
う
。
恒
明
の
足
羽
庄
伝
領
の
年
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-
う
す
、
ミ
の
論
旨

相

模

国

豊

田

庄

上

総

国

武

射

北

郷

下
総
国
大
和
田
四
郷
近
江
田
柏
原
庄

同

国

伊

吹

庄

上

野

国

多

胡

庄

下

野

国

足

黒

郷

越

前

国

足

羽

庄

伊

珠

国

近

井

郷

同

国

殖

生

郷

右
所
々
領
掌
不
可
有
相
違
者
、
依
天
気
状
如
件
、

(
文
)

元
和
三
年
六
月
七
日
左
中
将
御
判

佐
々
木
佐
渡
大
夫
判
官
入
造
船
一

H
は
、
貞
和
五
年
ご
三
四
九
)
八
月
の
高
師
直

と
足
利
直
義
の
衝
突
に
際
し
て
越
前
に
流
さ
れ
た
直

義
党
の
上
杉
重
能
・
畠
山
直
宗
が
、
配
所
を
逃
れ
よ

う
と
し
た
が
、
ま
も
な
く
足
羽
庄
に
追
い
入
れ
て
事

な
き
を
得
た
、
と
の
伝
聞
を
、
太
政
大
臣
洞
院
公
賢

が
日
記
に
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
事
件
に
つ
い

(
叩
)

て
は
『
太
平
記
』
に
詳
細
な
記
述
が
あ
る
が
、
そ
れ

に
よ
る
と
、
上
杉
重
能
ら
の
配
所
は
江
守
庄
で
、
師

直
か
ら
ひ
そ
か
に
重
能
ら
の
追
討
を
依
頼
さ
れ
た
越

前
守
護
代
八
木
光
勝
が
、
重
能
ら
に
越
中
・
越
後
に

逃
れ
る
よ
う
勧
め
て
お
い
て
、
重
能
ら
が
配
所
を
出

た
と
こ
ろ
を
、
近
辺
の
者
に
命
じ
て
こ
れ
を
討
た
せ

た
と
い
う
。
そ
の
際
の
重
能
ら
の
行
動
は
、
ま
ず
「
江

守
・
浅
生
水
・
八
代
庄
・
安
居
・
波
羅
密
ノ
辺
ニ
居

タ
ル
海
者
」
の
蜂
起
に
行
く
手
を
阻
ま
れ
た
た
め
、

「
足
羽
ノ
渡
」
へ
行
っ
た
が
、
橋
を
落
と
さ
れ
た
。

そ
こ
で
八
木
を
頼
も
う
と
江
守
に
帰
っ
た
と
こ
ろ
「
浅

生
水
ノ
橋
」
も
落
と
さ
れ
た
た
め
、
つ
い
に
二
人
は

こ
こ
で
自
害
し
た
、
と
い
う
。
つ
ま
り
、
二
人
は
足

羽
・
日
野
・
浅
水
の
各
河
川
に
固
ま
れ
た
社
庄
・
江

守
庄
(
「
足
羽
ノ
渡
」
を
現
九
十
九
橋
付
近
に
比
定
す

る
と
、
木
田
庄
に
も
入
っ
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
)

の
範
囲
を
出
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
も
し
こ
れ
が
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事
実
と
す
れ
ば
、
足
羽
庄
に
追
い
込
め
ら
れ
た
と
い

う
、
洞
院
公
賢
の
得
た
情
報
と
矛
盾
す
る
が
、
も
と

よ
り
『
太
平
記
』
の
記
述
が
す
べ
て
史
実
と
は
限
ら

な
い
叫
何
よ
り
も
、
こ
の
場
合
ど
ち
ら
が
正
し
い

か
が
問
題
な
の
で
は
な
く
、
貞
和
五
年
当
時
、
太
政

大
臣
が
越
前
に
「
足
羽
庄
L

と
称
さ
れ
る
荘
園
が
あ

る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
こ
と
さ
え
確
認
で
き
れ
ば
よ

い
の
で
あ
る
。

こ
の
点
は
ー
に
よ
っ
て
確
定
し
得
る
。
こ
れ
は
、

北
朝
が
、
当
時
屈
指
の
有
力
守
護
、
佐
々
木
導
誉
(
高

氏
)
に
合
計
十
ヶ
所
の
所
領
を
安
堵
し
た
、
後
光
厳

天
皇
倫
旨
で
あ
り
、
こ
こ
に
み
え
る
足
羽
庄
こ
そ
H

で
洞
院
公
賢
が
認
知
し
て
い
た
足
羽
庄
の
こ
と
で
あ

る
。
こ
れ
ら
の
所
領
に
は
、
た
と
え
ば
上
野
国
多
胡

庄
に
お
け
る
導
誉
の
所
職
が
こ
の
三
年
前
足
利
尊
氏

か
ら
恩
賞
と
し
て
宛
行
わ
れ
た
地
頭
職
で
あ
っ
た
よ

九
旬
、
北
朝
か
ら
の
安
堵
と
は
い
え
、
本
来
将
軍
か

ら
拝
領
し
た
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
、
し
た
が

っ
て
、
こ
の
三
年
後
の
延
文
二
年
(
一
三
五
七
)
十

二
月
二
日
、
朝
倉
高
景
に
「
足
羽
北
庄
預
所
職
」
を

宛
行
う
旨
の
足
利
尊
氏
下
文
(
「
朝
倉
家
記
」
所
収
)

の
疑
わ
し
い
こ
と
は
、
別
稿
で
詳
述
し
た
と
こ
ろ
で

あ
る
。

59 

と
こ
ろ
で
、
佐
々
木
氏
の
足
羽
庄
知
行
が
い
つ
ま

で
続
く
の
か
に
つ
い
て
は
明
証
を
欠
く
が
、
応
永
五

年
(
一
三
九
八
)
頃
、
足
羽
庄
・
安
居
郷
と
足
羽
川

・
日
野
川
を
隔
て
て
隣
接
す
る
社
庄
が
(
後
掲
第
4

図
参
照
)
、
導
誉
の
孫
、
尼
子
高
久
と
思
わ
れ
る
「
佐

々
木
五
郎
左
衛
門
尉
」
か
ら
没
収
さ
れ
、
北
野
社
へ

寄
進
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
(
旬
、
あ
る
い
は
足
羽
庄

の
所
職
も
こ
れ
と
同
時
に
関
所
と
さ
れ
た
可
能
性
が

あ
る
点
に
つ
い
て
も
、
別
稿
で
指
摘
し
た
と
こ
ろ
で

t町
λ
v
。

な
お
、

G
に
よ
れ
ば
、
足
羽
庄
は
応
永
二
十
三
年

二
四
二
ハ
)
、
将
軍
義
持
の
寸
自
筆
状
」
に
よ
っ

て
一
条
家
に
還
付
さ
れ
た
と
あ
る
が
、
こ
の
時
の
常

盤
井
富
は
、
恒
明
親
王
の
孫
に
当
る
満
仁
親
王
(
旬
、

一
方
の
一
条
家
当
主
は
、
兼
良
の
父
、
経
嗣
で
あ
(UF

、主(
1
)
三
浦
周
行
「
鎌
倉
時
代
の
朝
幕
関
係
」
(
前

掲)。

(
2
)

「
亀
山
院
御
凶
事
記
L

(

前
掲
)
。

(
3
)
注

(
1
)
に
同
じ
。

(
4
)

『
群
書
類
従
』
雑
部
。

(
5
)

『
尊
卑
分
脈
』
、
「
本
朝
皇
胤
紹
運
録
」
(
『
群

書
類
従
』
系
譜
部
)
な
ど
。
な
お
、
常
盤
井
殿

河
村

足
羽
御
厨
(
足
羽
庄
)
の
伝
領
に
つ
い
て
(
中

は
、
亀
山
法
皇
が
成
長
後
の
恒
明
親
王
に
譲
る

条
件
で
昭
訓
門
院
に
渡
し
た
対
象
に
含
ま
れ

て
い
る
(
前
掲
、
嘉
元
三
年
七
月
廿
六
日
処
分

状)。

(
6
)

「
増
鏡
」
に
は
、
「
常
盤
井
の
九
輔
叫
MJFは、

亀
山
院
の
御
子
な
れ
ど
、
議
?
と
念
比
な

る
御
中
に
て
、
此
御
子
た
ち
と
お
な
じ
ゃ
う
に
、

つ
ね
は
う
ち
つ
れ
御
宿
直
な
ど
せ
さ
せ
た
ま
ふ
」

と
あ
る
(
前
節
注
(
日
)
前
掲
書
、
四
三
七
頁
)
。

ち
な
み
に
、
寸
歯
長
寺
縁
起
L

(

『
史
料
』
六

|
三
、
五

O
四
頁
)
に
よ
れ
ば
、
建
武
三
年
(
一

三
三
六
)
六
月
五
日
、
足
利
軍
が
比
叡
山
を
攻

め
た
時
、
恒
明
親
王
は
宮
方
の
「
大
将
軍
」
と

し
て
新
田
義
貞
と
共
に
大
巌
に
「
皇
帝
御
旗
」

を
立
て
て
戦
っ
た
と
い
う
。

(
7
)

「
御
遊
抄
L

(

『
続
群
書
類
従
』
管
絃
部
)

に
よ
る
と
、
恒
明
親
王
は
文
保
二
年
十
二
月
二

十
日
元
服
し
て
い
る
。

(
8
)

『
史
料
』
六

l
一
二
、
八
六
九
頁
。

(
9
)
佐
々
木
文
書
(
『
史
料
』
六
|
一
九
、
七
七

l
八
頁
)
。

(
叩
)
日
本
古
典
文
学
大
系
『
太
平
記
』
三
、
巻
二

十
七
、
七
七
i
八
O
頁。
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(
日
)
上
杉
重
能
の
死
没
地
に
つ
い
て
は
、
「
上
杉

系
図
」
(
『
続
群
書
類
従
』
系
図
部
)
な
ど
が

江
守
庄
と
す
る
が
、
畠
山
直
宗
の
方
は
、
「
両

畠
山
系
図
」
(
同
)
や
「
畠
山
家
記
」
(
『
史

料
』
六
|
一
二
、
八
八
二
頁
)
が
、
九
頭
龍
川

北
岸
の
森
田
と
す
る
の
に
対
し
、
「
畠
山
家
譜
」

(
同
書
、
同
百
円
)
が
浅
生
水
と
す
る
な
ど
、
系

図
間
の
祖
師
、
及
ぴ
「
太
平
記
」
の
記
述
と
の

矛
盾
が
み
ら
れ
、
真
実
は
不
明
と
い
う
他
な
い
。

(
ロ
)
観
応
二
年
二
月
一
日
足
利
尊
氏
下
文
写
(
『
群

馬
県
史
』
資
料
編
6
、
八
八
六
、
佐
々
木
文
書
)
。

(
日
)
応
永
五
年
五
月
二
日
足
利
義
満
御
判
御
教
書

(
『
史
料
』
七
三
、
二
八
一
頁
、
北
野
神
社

所
蔵
「
古
文
書
写
」
)
。

(
日
)
満
仁
親
王
の
父
、
全
仁
親
王
(
恒
明
の
子
)

は
貞
治
六
年
(
一
三
六
七
)
七
月
十
九
日
に
没

し
(
「
愚
管
記
」
・
「
後
愚
昧
記
」
・
「
師
守
記
」

同
日
条
、
『
史
料
』
六

l
二
八
、
一
八
九
頁
)
、

満
仁
自
身
は
応
永
三
十
三
年
(
一
四
二
六
)
十

月
八
日
ま
で
存
命
し
て
い
る
(
『
史
料
綜
覧
』

同
日
条
)
。

(
日
)
一
条
経
嗣
は
、
応
永
二
十
五
年
(
一
四
一
八
)

十
一
月
十
七
日
没
し
て
い
る
(
『
看
開
御
記
』
・

『
満
済
准
后
日
記
』
同
日
条
な
ど
)
。
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